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（一）

　
「
室
町
幕
府
の
京
都
市
政
権
獲
得
が
警
察
↓
治
安
↓
土
地
に
関
す
る
行
政

・
裁
判
↓
債
権
関
係
の
裁
判
↓
特
定
商
人
へ
の
課
税
の
順
序
で
進
行
し
て
い

る
こ
と
、
も
っ
と
概
括
す
れ
ば
、
（
中
略
）
、
都
市
民
支
配
↓
土
地
支
配
↓
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

業
支
配
の
順
序
を
と
っ
て
い
る
こ
と
」
は
既
に
佐
藤
進
一
氏
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
お
り
、
更
に
従
来
京
都
支
配
の
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
使

庁
の
職
権
は
侍
所
（
洛
中
の
治
安
・
巡
察
）
・
政
所
（
都
市
民
の
権
利
保
護
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
②

分
割
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
ほ
ぼ
通
説
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、

室
町
墨
斑
が
京
都
を
支
配
す
る
に
あ
た
っ
て
、
侍
所
・
政
所
だ
け
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
地
方
」
と
い
う
職
制
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
な
が
ら
、
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
で
あ
ま
り
深
く
追
求
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本

稿
で
は
こ
の
洛
中
の
土
地
支
配
の
上
で
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
役
割
を
果

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
地
方
」
、
そ
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
「
地
方
頭
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
取
上
げ
る
察
に
よ
っ
て
、
前
稿
に
引
続
い
て
、
空
町
幕
府
初
期
か
ら
中
期

に
至
る
幕
府
の
職
制
を
開
ら
か
に
す
る
作
業
の
一
環
と
し
た
い
。

　
①
　
佐
藤
進
一
氏
「
室
町
幕
府
論
」
三
七
頁
（
岩
波
講
座
『
日
ホ
歴
史
秘
中
世
三
）

　
②
　
岡
　
　
右
　
　
　
　
三
八
頁

　
③
　
『
武
政
軌
範
』
地
方
沙
汰
篇
・
『
武
家
名
目
抄
』
職
名
部
十
五
・
地
方
頭
入
の

　
　
項
で
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
説
鴫
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
④
　
石
弁
良
助
　
氏
『
中
暑
武
家
不
動
｛
麗
訴
訟
法
【
の
研
究
』
、
　
羽
下
徳
彦
氏
「
室
町
幕

　
　
府
侍
所
考
そ
の
一
一
初
期
の
機
能
」
（
冊
中
世
の
窓
』
＝
二
号
）
、
五
味
文
彦
氏
「
使

　
　
庁
の
構
成
と
幕
府
－
十
二
～
十
賜
世
紀
の
洛
中
支
配
1
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
九

　
　
二
号
）
等
に
関
係
箇
所
で
簡
単
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
⑤
拙
稿
「
蓋
町
幕
府
の
過
所
発
給
に
つ
い
て
」
（
名
古
屡
大
学
『
日
本
史
論
集
ω
』

　
　
所
収
）
。
「
地
方
頭
人
考
」
は
こ
の
過
所
発
給
の
研
究
を
う
け
て
「
室
町
幕
府
職
制

　
　
史
の
基
礎
的
考
察
そ
の
二
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
別
に
予
定
し
て
い
る
段
銭

　
　
の
問
題
、
引
付
沙
汰
の
問
題
を
も
含
め
た
研
究
の
～
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
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⇒

　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
永
徳
年
間
に
そ
れ
ま
で
朝
廷
に
あ
っ
た
洛
中
屋
地
の
裁
判
権
が
幕
府
の
手

に
握
ら
れ
、
至
徳
頃
に
は
こ
れ
ら
の
事
を
地
方
頭
人
が
中
心
に
な
っ
て
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

っ
て
い
た
事
が
羽
下
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
確
か
に
、
羽
下
氏
も
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は

い
え
、
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
ま
で
は
朝
廷
側
に
よ
る
裁
判
権
行
使
の
事

％
覧
ら
れ
る
・
然
る
に
蕎
の
側
に
お
い
て
も
・
懇
元
年
（
一
三
七
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
二
階
堂
行
照
（
行
元
）
が
「
地
方
」
に
就
任
し
て
い
た
纂
が
知
ら
れ
、
こ

れ
を
も
っ
て
「
地
方
」
の
設
置
と
な
し
、
以
後
、
朝
廷
・
使
庁
の
有
す
る
権

限
を
包
摂
し
つ
つ
、
洛
申
屋
地
裁
判
権
を
幕
府
が
全
面
的
に
行
な
う
体
制
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

整
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
果
し
て
こ
の
時
期
、
即
ち
康
暦
期
以

前
に
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
「
地
方
」
の
活
動
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
延
文
三
年
（
＝
二
五
八
）
十
一
月
、
藤
民
部
入
道
聖
拓
が
地
方
管
領
回
状

を
帯
び
る
と
称
し
て
山
科
家
領
の
中
御
門
以
南
西
洞
院
以
西
の
作
戦
地
子
を

奪
取
っ
た
事
を
訴
え
た
。
こ
の
申
状
を
次
に
挙
げ
る
。

　
内
蔵
頭
殿
雑
掌
謹
言
上

　
　
欲
早
被
経
御
　
奏
聞
、
被
成
　
論
旨
於
武
家
、
藤
罠
部
入
道
墾
祐
乍
称

　
　
帯
地
方
管
領
預
状
、
不
及
披
毘
、
押
妨
往
古
院
町
、
責
取
作
菱
地
子
条
、

　
無
其
謂
上
者
、
厳
密
被
停
止
彼
違
乱
、
任
　
論
旨
、
被
全
御
管
領
中
御

　
門
以
南
西
洞
院
以
西
敷
地
事

副
進

　
｝
池
亭
　
　
　
給
…
巳
理
趣
　
文
漁
五
年
三
月
十
七
臼

右
敷
地
者
、
為
後
鳥
羽
院
皇
居
高
議
院
旧
跡
、
依
為
往
古
院
町
、
代
≧
為

朝
恩
面
≧
令
拝
領
深
潭
、
然
間
　
当
御
代
文
和
五
年
三
月
十
七
日
内
蔵
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
。
　
o
　
o
　
o
　
。

殿
為
　
朝
恩
御
拝
領
当
知
行
無
相
違
之
処
、
彼
聖
祐
以
要
所
称
石
河
入
道

む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

買
得
跡
之
政
所
、
三
々
地
方
管
領
預
状
、
盤
質
知
行
之
由
、
相
触
地
百
姓

等
羽
撃
、
帯
革
角
巻
、
塗
鞘
子
細
之
処
、
聖
恩
用
其
旨
、
押
妨
下
地
、
貴

潮
岬
触
接
之
条
、
希
代
之
所
行
也
、
縦
一
旦
　
朝
恩
之
前
聖
主
、
難
致
非

分
之
沽
却
、
以
往
古
厳
重
院
町
、
争
称
墨
跡
可
及
違
乱
哉
、
論
旨
与
預
状

　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓦
）
o
　
o
　
。
　
。
　
o
　
o
　
o
　
　
o
　
o
　
o
　
o
　
。
　
o
　
o
　
　
。
　
o

対
揚
為
之
如
何
、
加
之
、
如
武
家
御
奏
聞
者
、
本
所
進
止
職
人
等
、
錐
現

　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

不
患
於
彼
忍
者
宜
為
　
聖
断
云
女
、
葡
諸
圏
本
所
領
職
人
墨
跡
記
臆
可
為

む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

聖
断
之
由
被
定
法
之
問
、
士
卒
等
錐
掠
給
之
、
本
所
訴
申
之
時
被
返
付
畢
、

何
況
於
　
帝
誠
以
往
之
公
領
哉
、
九
依
一
且
押
三
千
之
罪
科
、
混
戦
跡
、

於
被
収
公
署
、
洛
中
公
領
之
敷
地
更
不
可
相
残
者
敷
、
本
所
之
衰
微
職
而

由
斯
者
乎
、
然
早
言
経
御
　
奏
聞
、
被
成
　
縮
旨
於
武
家
、
被
停
止
聖
鵜

非
分
違
乱
、
被
沙
汰
屠
雑
掌
於
下
地
、
全
御
管
領
、
於
責
取
地
子
者
悉
為

被
糺
返
添
上
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
延
文
二
、
年
十
一
月
　
呂
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∬
に
つ
い
て
は
周
知
の
如
く
、
既
に
鎌
倉
以
来
、
「
西
国
堺
は
聖
断
た
る

　
（

べ
し
」
と
の
法
が
あ
り
、
宿
悪
が
本
所
領
不
介
入
主
義
を
取
っ
て
い
た
事
に

関
連
す
る
も
の
で
、
殊
に
「
洛
中
公
領
の
敷
地
」
に
お
い
て
は
そ
れ
が
更
に

強
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
永
徳
頃
の
公
家
の
日
記
に
も
「
京
都
地
脈
公
家

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

御
潮
紅
」
と
の
記
轟
が
見
ら
れ
る
如
く
、
京
都
市
中
は
幕
府
が
容
易
に
介
入

し
え
な
い
公
家
側
の
聖
域
で
あ
る
と
の
認
識
が
一
般
に
み
ら
れ
た
こ
と
を
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
証
す
べ
き
は
王
に
お
い
て
、
藤
民
部
入
道
聖
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

が
「
地
方
管
領
預
状
」
を
そ
の
知
行
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、

更
に
そ
の
土
地
が
石
河
入
道
買
得
跡
の
闘
所
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
相
論
は
つ
き
つ
め
た
と
こ
ろ
、
闘
所
地
処
分
権
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
の
土
地
が
「
本
所
職
人
跡
」
で
あ
る
と
の
山
科
家
の
主
張
が
通
る
の
で
あ

る
が
、
当
時
（
延
文
頃
）
で
は
、
洛
中
の
闘
所
地
処
分
を
「
地
方
管
領
潮
型
」

で
行
な
っ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
地
方
管
領
軍
士
」
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
又
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
も
っ
て
発
給
さ
れ
た

か
は
、
こ
れ
以
上
説
明
を
加
え
ら
れ
な
い
が
、
武
家
側
の
洛
中
屋
地
に
対
す

る
姿
勢
を
示
す
好
事
例
を
次
に
述
べ
て
み
る
。

　
暦
応
五
年
（
一
三
四
ご
）
三
月
、
高
辻
東
院
敷
地
に
つ
い
て
鍵
趨
さ
れ
た

東
寺
雑
掌
の
訴
を
受
け
、
　
「
庁
宣
井
申
状
具
書
」
に
対
し
提
娼
さ
れ
た
二
階

　
　
　
　
⑧

堂
道
本
請
文
に
「
云
点
定
本
主
、
云
借
用
之
奉
行
、
現
在
之
上
暑
、
上
質
有

所
存
者
、
於
武
家
可
返
給
聖
旨
可
申
」
と
の
主
張
が
見
ら
れ
、
羽
下
氏
に
よ

れ
ば
「
武
家
の
輩
の
知
行
に
帰
し
た
屋
地
は
幕
府
の
裁
判
権
に
属
す
る
と
の

主
張
が
既
に
存
し
た
と
見
ら
れ
、
（
中
略
）
、
幕
府
の
屋
地
裁
判
雄
の
掌
握
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

一
つ
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
前

述
の
山
科
家
造
裳
の
主
張
す
る
「
諸
国
本
所
領
職
人
等
跡
猶
以
可
為
聖
断
」

の
主
張
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
洛
中
屋
地
の
閥
班
地
処
分
権
に
関
し

て
幕
府
が
介
入
す
る
そ
の
あ
り
方
を
も
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
　
（
但
し
、

そ
れ
が
確
圃
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
は
前
述
の
山
科
家
雑
魚
の
主
張
に

基
い
て
論
旨
が
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
山
科
家
の
知
行
に
帰
し
た
事
で
知

ら
れ
る
。
し
か
し
、
　
般
的
傾
向
と
し
て
ほ
ぼ
妥
当
な
考
え
方
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
）

　
今
一
つ
こ
の
請
文
で
注
嗣
さ
れ
る
べ
き
点
を
挙
げ
る
と
、

　
抑
彼
麗
者
、
佐
々
木
備
中
入
道
侍
所
管
領
洋
字
、
融
点
定
之
、
艦
住
之
刻

　
死
去
之
間
、
子
息
同
五
郎
左
衛
門
鮒
相
続
之
処
、
道
本
無
居
所
之
由
、
於

　
武
家
野
離
申
之
、
為
信
濃
入
道
行
称
奉
行
、
被
借
用
本
屋
渡
給
之
、

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
洛
中
屋
地
を
侍
所
が
点
図
し
、
二
階
堂
行
琢
が
奉
行
と

し
て
、
道
本
に
借
与
え
た
事
が
知
ら
れ
る
。
二
階
堂
行
軍
が
預
状
と
言
え
る

よ
う
な
も
の
を
出
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
　
「
地
方
管
領
鞍
状
」
と
は

或
い
は
こ
の
よ
う
な
時
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
時

代
は
下
る
が
、
永
享
三
年
（
…
四
三
一
）
、
室
町
殿
新
造
に
際
し
て
、
大
名
近

習
宿
所
地
の
決
定
に
つ
い
て
、
当
時
地
方
頭
人
で
あ
っ
た
摂
津
満
親
が
関
与
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⑩

し
て
い
た
事
実
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
暦
応
期
ま
で
遡
及
さ
せ
る

事
は
柳
か
乱
暴
な
き
ら
い
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
地
方
頭
人
の
職
務
が
ど
の

あ
た
り
か
ら
き
た
か
を
示
し
て
い
る
と
は
思
う
。

　
「
地
方
管
傾
」
に
つ
い
て
は
延
文
三
年
よ
り
早
い
正
平
七
年
に
中
条
備
前

（
秀
長
）
　
　
　
　
　
　
　
⑪

守
が
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。
建
仁
寺
が
塔
頭
料
所
と
し
て
宮
神
子
路
次
を
塞

い
だ
事
に
よ
り
、
建
仁
寺
と
砥
園
社
と
の
間
で
争
い
が
起
っ
た
蒋
、
建
仁
寺

が
幕
府
に
訴
え
た
と
の
事
を
聞
き
、
祇
園
社
が
佐
々
木
道
理
、
次
い
で
地
方

　
　
　
（
秀
畏
）

管
領
中
条
備
前
守
に
そ
の
実
否
を
確
か
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
こ
の
よ
う

な
洛
中
の
訴
訟
は
検
非
違
使
の
管
轄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
地
方
管
領

に
対
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
事
は
既
に
地
方
管
領
が
洛
中
裁
判
権
に
一
定
程

度
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
建
仁
寺
よ
り
の
訴
え
は
な
く
、

そ
の
為
地
方
管
領
の
活
動
も
こ
れ
以
上
説
明
を
な
し
う
る
も
の
は
見
ら
れ
な

い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
「
地
方
」
の
活
動
は
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
以
前
に
は

始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
当
初
は
後
に
見
ら
れ
る
「
地
方
頭
人
」
と
は
異
な
る

「
地
方
管
領
」
の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
主
要
な
役
劉
は
武
家
の

輩
に
対
す
る
洛
中
屋
地
（
田
畠
）
の
暗
所
地
給
付
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
活
動
は
或
い
は
暦
応
頃
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
「
地
方
」
と
呼
ば
れ
る
事
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
後
、
使
庁
の
衰
退
、
蜜
町
幕
府
の
こ
れ
ら
の
機
能
・
権
限
の
吸
収
が
、

「
地
方
」
の
機
能
の
拡
大
を
も
た
ら
し
、
永
徳
－
至
徳
年
間
（
一
三
八
一
一

一
三
八
七
）
に
は
、
洛
中
の
屋
地
裁
判
権
を
ほ
ぼ
手
中
に
握
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
又
、
「
地
方
」
（
地
方
頭
人
）
の
職
務
と
し
て
は
、
i
屋
地
の
裁
判
、
匪
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
）

名
近
習
宿
所
地
の
決
定
以
外
に
は
、
翫
紛
央
証
文
の
安
堵
と
か
、
汐
寛
正
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

年
（
一
四
六
四
）
、
大
悲
心
院
敷
地
に
建
て
ら
れ
た
川
端
散
所
法
師
等
の
家
屋

に
つ
い
て
地
方
頭
人
摂
津
之
親
が
現
状
回
復
（
即
ち
取
壊
し
）
を
命
じ
て
い

る
事
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
が
認
可
し
た
以
外
に
建
て
ら
れ
た
寿
領
内

　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

の
建
造
物
の
取
締
り
が
見
ら
れ
る
。
更
に
述
べ
る
ま
で
も
な
い
事
で
は
あ
る

が
、
徳
政
等
に
よ
っ
て
生
じ
た
洛
中
土
地
の
返
却
等
に
関
す
る
相
輪
は
「
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

方
」
の
管
轄
で
は
な
く
、
政
所
の
管
轄
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秀
畏
）

　
地
方
頭
人
（
地
方
管
領
）
と
し
て
は
、
正
平
頃
に
中
条
備
前
守
、
康
暦
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

明
徳
頃
に
二
階
堂
行
元
（
法
名
行
照
）
が
み
ら
れ
、
応
永
以
降
は
摂
津
氏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

代
々
そ
の
職
を
継
承
し
て
い
る
。
摂
津
氏
の
地
方
頭
人
は
摂
津
能
秀
か
ら
始

　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨
　
　
　
　
　
⑲

ま
り
、
濾
仁
の
乱
後
摂
津
政
親
を
経
て
、
摂
津
元
造
ま
で
が
確
認
出
来
る
。

①
羽
下
氏
前
掲
論
文

②
　
永
徳
元
・
五
・
昔
三
　
諸
官
評
定
文
案
（
『
八
坂
神
社
文
書
下
』

　
同
年
月
日
　
別
当
宣
案
（
「
同
等
」
＝
鳳
九
〇
弩
）

　
岡
年
月
岡
　
左
衛
門
大
尉
某
施
行
状
案
（
「
同
右
」
一
三
九
一
号
）

　
陶
年
月
日
　
使
庁
下
文
（
「
金
蓮
寺
文
書
」
）

③
　
　
「
花
営
三
代
記
」

＝
一
三
九
弩
）
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④
五
味
氏
前
掲
論
文

⑤
　
内
閣
文
庫
所
蔵
「
山
科
家
古
文
欝
下
」
延
文
三
・
十
一
山
墨
家
雑
掌
申
状
、
な

　
お
こ
の
史
料
は
網
野
善
彦
矯
の
御
教
示
を
頂
い
た
。

⑥
「
後
愚
昧
記
」
永
徳
元
・
八
・
十
二
条

⑦
延
文
殴
・
四
・
昔
八
後
光
厳
天
皇
論
旨
（
「
山
科
家
古
文
轡
四
b

⑧
「
東
寺
百
合
文
書
せ
」
武
家
御
教
書
井
達
一
ノ
昔
八

⑨
　
注
①
に
奉
じ

⑩
　
「
満
散
点
后
日
記
」
永
享
三
・
八
・
十
三
条

⑪
「
紙
園
執
行
日
記
」
正
平
七
・
二
・
五
三
条
（
『
大
日
本
史
料
臨
六
ノ
㎜
六
九

　
照
頁
）
中
条
備
前
守
に
つ
い
て
は
佐
藤
氏
「
室
町
幕
府
朋
今
期
の
官
制
体
系
」
（
『
中

　
世
の
法
と
国
家
』
）
四
九
七
頁
参
照
。

＠
　
応
永
三
・
十
・
九
　
地
方
頭
人
摂
津
能
秀
下
知
状
　
（
「
山
寺
百
合
文
書
エ
ー
ノ

　
九
」
　
『
大
日
本
史
料
』
七
ノ
ニ
）

⑬
　
寛
正
五
年
廿
一
口
方
評
定
引
付
（
「
東
寺
百
合
文
書
ち
」
『
大
日
ホ
古
文
書
』
）

⑭
「
康
審
記
」
康
正
元
・
十
　
・
昔
二
～
廿
九
条

⑯
　
注
③
並
び
に
明
徳
二
・
四
・
廿
九
沙
弥
某
奉
書
　
（
「
前
田
家
所
蔵
文
轡
　
古
蹟

　
文
徴
」
）
な
お
、
こ
れ
に
は
「
地
奉
行
二
階
堂
山
城
殿
奉
書
」
と
の
押
紙
が
あ
η
、

　
花
押
は
「
八
坂
神
社
文
書
」
　
（
京
大
影
写
本
）
に
あ
る
延
文
一
∵
二
・
十
三
付
の

　
奉
書
の
署
判
者
行
元
と
問
　
で
あ
る
。
行
照
は
行
元
と
岡
じ
人
物
と
考
え
て
よ
い

　
と
思
う
。

　
　
更
に
「
心
乱
軒
日
録
」
寛
正
五
・
九
・
汁
六
条
に
「
摂
津
守
為
地
奉
行
」
と
見

　
ら
れ
る
よ
う
に
「
地
奉
行
」
が
地
方
頭
人
を
詣
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
二
階
堂
行
嚢
（
行
元
）
の
「
地
奉
行
」
も
単
な
る
奉
行
人
で
な
く
、
地
方
頭
人
と

　
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
但
し
頭
人
の
呼
称
は
摂
津
至
急
か
ら
用
い
ら
れ
た

　
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
尊
卑
分
脈
」
で
は
摂
津
能
秀
に
「
地
方
頭
始
」
と
注
記

　
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
摂
津
氏
に
お
け
る
地
方
頭
人
就
任
の
始
と
解
す
る
事
も
出

　
来
る
が
、
神
宮
頭
人
や
、
評
定
衆
中
豊
に
他
の
奉
行
人
と
区
豪
し
て
、
摂
津
・
波

　
多
野
・
問
注
所
（
町
野
・
太
田
）
等
が
重
職
に
就
く
家
柄
と
し
て
、
頭
人
を
独
占

　
す
る
、
従
来
の
引
付
頭
人
・
待
所
頭
人
（
な
お
侍
所
も
四
職
と
し
て
赤
松
・
山
名

　
・
京
極
・
一
色
の
四
氏
に
固
定
化
さ
れ
る
）
と
は
異
な
る
頭
人
鋤
が
ほ
ぼ
応
永
の

　
初
め
頃
に
成
立
し
て
く
る
（
百
瀬
今
覇
雄
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
「
神
宮
方
」
　
（
神

　
宮
頭
人
）
は
遅
く
と
も
応
永
三
年
に
は
成
立
し
て
い
る
。
嗣
氏
「
段
銭
考
」
宝
月

　
氏
還
贋
詑
念
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
中
世
篇
』
所
収
）
、
そ
の
一
端
と
し
て
、

　
地
方
頭
人
の
呼
称
は
摂
津
能
秀
よ
り
用
い
ら
れ
た
も
の
と
解
し
た
い
。

⑯
　
「
武
家
名
目
抄
」
で
は
「
初
め
の
程
は
定
ま
れ
る
家
も
な
か
り
し
が
鹿
苑
院
殿

　
の
賢
摂
津
能
秀
地
方
頭
人
に
塗
せ
ら
れ
し
ょ
り
こ
の
か
た
並
家
の
業
と
な
り
て
又

　
他
家
の
人
を
塗
せ
ら
る
る
こ
と
は
絶
え
た
り
し
な
り
」
と
あ
り
、
　
「
武
政
軌
篤
」

　
で
は
、
　
「
頭
人
事
、
摂
津
、
波
多
野
等
、
評
定
衆
中
田
補
之
、
見
干
代
々
之
番
文

　
乎
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
応
永
以
後
で
摂
津
矯
以
外
の
地
方
頭
人
を

　
見
な
い
の
で
、
　
一
ま
ず
「
武
家
名
闘
抄
」
の
説
を
妥
当
な
も
の
と
考
え
る
。
　
「
武

　
政
軌
範
」
の
頭
人
は
前
述
し
た
（
注
⑮
）
評
定
衆
中
の
頭
人
を
「
地
方
」
に
の
み

　
限
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
他
に
神
宮
頭
人
も
見
ら
れ
、
こ
れ
に

　
は
摂
津
氏
以
外
、
問
注
所
（
町
野
・
太
田
）
氏
の
就
任
が
知
ら
れ
る
。
　
（
神
宮
頭

　
人
に
つ
い
て
は
珊
稿
を
予
定
し
て
い
る
。
）
「
地
方
」
と
か
「
神
宮
方
」
と
か
の
慕

　
府
の
重
職
に
は
特
に
評
定
衆
中
頭
人
に
任
ぜ
ら
れ
る
べ
き
家
柄
の
者
が
登
彬
さ
れ

　
た
。
問
注
所
（
こ
れ
が
ど
の
程
度
機
能
し
て
い
た
か
疑
問
が
残
る
と
は
い
え
）
、

　
に
防
野
・
太
田
氏
に
不
都
合
が
あ
っ
た
為
、
摂
津
氏
が
問
注
所
代
と
し
て
就
任
し

　
た
例
が
あ
る
。
（
「
康
寓
記
」
嘉
普
二
・
八
・
廿
二
条
）
い
ず
れ
も
幕
府
の
重
職
が

　
こ
れ
ら
頭
人
を
出
す
家
柄
に
独
占
さ
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

⑰
　
摂
津
能
秀
の
発
給
し
た
文
書
と
し
て
は
注
⑫
参
照
。
又
、
注
⑮
で
述
べ
た
「
尊

　
卑
分
脈
」
で
も
確
認
出
来
る
。

⑱
　
　
（
年
玉
）
二
・
廿
七
　
摂
津
政
親
書
状
（
「
東
寺
百
合
文
書
り
」
二
三
三
号
）

　
　
こ
れ
は
文
言
中
に
「
去
延
徳
弐
年
十
二
月
廿
七
日
奉
書
」
と
あ
り
、
延
徳
二
年

　
以
後
に
繊
さ
れ
た
事
が
知
ら
れ
、
応
仁
・
文
明
の
乱
以
後
も
そ
の
活
動
が
行
な
わ
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地方頭人考（小林）

　
れ
て
い
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

⑲
　
内
閣
文
庫
所
蔵
「
大
永
颯
車
留
次
記
」
　
（
「
御
作
事
方
日
記
」
）
大
永
五
・
四
・

　
昔
条
、
今
・
谷
明
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
　
な
お
、
今
谷
氏
は
「
「
地
方
頭
入
」
の
権

　
限
で
あ
っ
た
町
屋
在
家
の
処
分
が
天
文
頃
に
は
管
領
府
に
よ
っ
て
継
承
・
執
行
さ

　
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
（
「
細
周
・
三
好
体
落
研
究
序
説
」
　
『
史
林
』

　
匠
穴
ノ
五
）

（＝一）

　
「
地
方
」
に
お
け
る
手
続
き
は
「
武
政
軌
範
」
に
概
略
記
さ
れ
て
い
る
が
、

更
に
そ
れ
を
も
と
に
桑
港
的
事
例
を
併
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
「
武
政
軌
範
」
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
地
方
頭
人
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
、
折
紙

で
賦
が
地
方
寄
人
（
こ
れ
は
洛
中
地
奉
行
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）
に
付
せ
ら

れ
る
。

　
そ
の
具
体
例
と
し
て
（
こ
れ
は
既
に
石
井
良
助
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
、

嘉
吉
二
年
（
｝
四
四
二
）
、
　
冷
泉
院
町
艮
町
小
倉
大
納
言
入
道
押
領
分
に
関

す
る
相
論
に
お
い
て
「
以
霞
上
申
賦
、
即
出
銘
之
間
、
脚
註
付
飯
尾
美
濃
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

貞
元
了
、
臆
而
可
出
召
文
云
こ
の
記
事
が
見
ら
れ
、
ほ
ぼ
前
述
の
「
武
政

軌
範
」
の
如
く
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
原
則
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
訴
訟
が
管
領
か
ら
頭
人
を
経
ず
に
地
方
寄
人
に
直
接
持
込
ま
れ

て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。

　
応
永
十
一
年
（
一
四
〇
四
）
五
月
、
東
寺
と
山
科
家
と
の
間
で
争
わ
れ
た

淳
和
院
領
水
田
に
つ
い
て
の
相
論
で
は
「
自
管
領
、
事
子
細
可
尋
寺
家
之
由
、

被
三
蹟
之
由
、
牽
行
治
部
四
郎
左
衛
門
塩
鱒
地
召
寺
家
之
海
藻
申
」
し
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

東
寺
は
爲
安
を
認
め
て
急
ぎ
彼
奉
行
方
に
付
す
様
に
取
計
ら
っ
た
。
こ
の
例

で
は
地
方
頭
人
が
訴
え
を
受
理
し
て
い
た
の
か
、
或
は
引
付
沙
汰
の
場
合
と

同
様
管
領
が
受
理
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
に
挙
げ
た
嘉
吉
二
年
の
例

と
は
異
な
り
、
管
領
か
ら
地
方
寄
人
に
命
ぜ
ら
れ
で
い
る
こ
と
は
、
地
方
沙

汰
が
ま
っ
た
く
頭
人
－
寄
人
に
よ
る
独
立
的
な
機
関
で
な
か
っ
た
事
を
示
し

て
い
る
。

　
管
領
か
ら
口
入
の
よ
う
な
形
で
地
方
頭
人
に
持
込
ま
れ
て
い
る
事
例
と
し

て
は
、
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
十
月
目
付
の
土
御
門
少
将
家
雑
掌
申
状
案

の
奥
書
に
「
此
敷
地
事
、
桃
井
欲
申
給
云
々
、
傍
菅
二
位
、
令
申
武
家
大
方

殿
・
又
以
増
蓋
京
兆
・
示
管
轟
魏
脚
下
知
地
奉
行
之
津
方
P
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

見
ら
れ
る
。

　
次
い
で
内
談
に
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
　
「
武
政
軌
範
」
に
「
其
次
第
、

与
引
付
内
談
、
単
信
梢
違
」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
ほ
ぼ
引
付
沙
汰
と
同
様
で

あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
、
前
に
掲
げ
た
嘉
吉
二
年
の
例
で
は
三
度
に
わ
た
っ
て

絹
手
方
に
召
文
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
「
地
方
頭
人
」
か
ら

賦
が
園
っ
て
き
た
奉
行
が
中
心
に
な
っ
て
訴
訟
を
扱
い
、
地
方
内
談
の
席
上

で
一
通
り
の
審
理
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
内
談
だ
け
で
直
ち
に
裁
決
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
三
月
の
織
部
司
素
地
を
め
ぐ
る
相
論
で
は
そ
の

裁
決
の
決
定
を
「
仰
地
方
頭
人
可
被
成
下
奉
書
」
と
の
命
令
が
出
さ
れ
て
い

④る
。
更
に
長
禄
四
年
（
一
四
六
〇
）
か
ら
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
に
か
け

て
争
わ
れ
た
本
能
寺
敷
地
四
丁
町
（
六
角
以
南
四
条
坊
門
以
北
前
司
以
東
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

虚
幻
匹
）
相
論
は
次
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
い
る
。
長
禄
四
年
三
月
廿

七
日
に
伊
勢
貞
親
の
口
入
を
以
て
斎
藤
種
基
・
清
貞
秀
の
両
奉
行
に
よ
っ
て

上
聞
に
達
し
、
　
「
理
運
に
就
く
べ
し
」
と
の
内
意
を
得
て
召
文
を
出
し
た
。

そ
の
後
、
韓
藍
年
の
歳
月
を
経
て
、
相
手
方
の
酉
坊
域
家
か
ら
も
四
度
に
わ

た
っ
て
足
無
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
西
坊
城
家
は
伊
勢
備
前
守
を
介
し
て
、

摂
津
之
親
に
対
し
て
種
々
の
計
略
を
し
た
が
功
を
奏
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て

寛
正
六
年
七
月
十
七
日
殿
中
に
於
て
対
決
の
結
果
、
本
能
寺
の
勝
訴
と
な
り
、

同
月
廿
六
艮
に
摂
津
之
親
よ
り
「
書
下
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
事
例

で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
方
内
談
だ
け
で
は
完
結
せ
ず
に
、
御
前
沙
汰
に
付

せ
ら
れ
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
地
方
に
提
起
さ
れ
た
訴
え
の
全
て
が

御
前
沙
汰
を
経
た
か
ど
う
か
、
或
い
は
何
蒔
頃
か
ら
御
前
沙
汰
に
付
せ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
。
　
（
御
前
沙
汰
に
つ

い
て
は
後
に
改
め
て
触
れ
る
。
）

　
次
に
こ
の
よ
う
な
裁
決
の
結
果
が
ど
の
よ
う
な
形
式
の
文
書
で
も
っ
て
伝

え
ら
れ
た
か
を
述
べ
る
。

　
　
「
武
政
軌
範
」
に
よ
れ
ば
、
奉
書
は
「
頭
人
審
人
連
署
也
、
而
近
年
以
頭

人
之
｝
落
成
遺
之
、
背
旧
規
乎
、
且
可
謂
着
筆
之
越
度
蹴
、
難
然
近
日
被
載

一
判
事
、
為
多
分
磁
心
哉
」
と
あ
り
、
頭
人
寄
人
連
署
か
ら
、
頭
人
一
判
へ

の
傾
向
に
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
薯
実
、
頭
人
害
意
連
署
は
今
の
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ろ
、
　
「
御
前
落
居
奉
書
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
二
例
し
か
見
る
を
得
ず
、
頭

入
　
判
は
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
か
ら
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
に
わ
た

　
　
　
　
　
　
⑦

っ
て
四
例
を
見
る
。

　
更
に
、
こ
れ
以
外
に
管
領
奉
書
、
奉
行
人
連
署
奉
書
で
も
出
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
管
領
奉
書
の
場
合
で
あ
る
が
、
最
初
は
「
地
方
」
に
差
出
さ
れ
て
次

の
よ
う
な
地
方
頭
人
の
挙
状
に
よ
っ
て
安
堵
の
手
続
き
に
回
さ
れ
て
、
幕
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
安
堵
御
教
書
が
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
卓
出
寸
敷
地
六
角
以
南
四
［
条

　
坊
門
以
北
櫛
笥
以
東
大
宮

　
以
西
四
丁
町
相
伝
証
文
披

　
見
了
解
御
安
堵
事
追
申
沙

　
汰
候
也
恐
懊
謹
言

　
　
　
九
月
四
日
過
　
　
筒
親
（
花
押
）

　
　
　
　
本
能
寺
方
丈

　
宝
徳
四
年
（
一
四
五
工
）
五
月
十
三
日
付
幕
府
下
知
状
（
管
領
畠
山
持
国

署
判
）
の
申
請
の
為
に
出
さ
れ
た
土
御
門
宗
瑞
（
定
長
）
寄
進
状
・
敷
地
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

図
・
敷
地
相
伝
系
図
の
三
通
の
文
書
の
紙
継
羅
裏
毎
に
、
地
方
頭
人
摂
津
満
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親
の
花
押
が
あ
り
、
又
第
一
紙
と
第
二
紙
の
紙
継
目
裏
に
は
、
「
津
殿
裏
封
」

と
の
押
紙
が
見
ら
れ
る
事
実
は
「
地
方
」
安
堵
の
手
続
き
に
地
方
頭
人
が
関

与
し
た
そ
の
あ
ヴ
方
を
示
し
て
い
る
。

　
次
に
奉
行
人
奉
書
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　
㈹
六
角
大
宮
非
人
以
下
風
呂
敷
地

　
　
献
緬
翻
鯵
蚊
但
野
畠
分
鎧
麟
撒
勲
賭
貫
事

　
　
以
冷
泉
富
小
路
西
頬
朝
日
因
幡

　
　
入
道
本
宅
地
内
舗
賂
釦
撚
斌
為
彼
地

　
　
子
相
当
替
所
被
付
本
能
寺
也

　
　
早
任
丈
数
之
旨
可
被
打
渡
当
寺

　
　
之
由
候
也
彷
執
達
如
件

　
　
永
享
十

　
　
　
十
一
月
二
日
　
　
爽
連
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
行
（
花
押
）

　
　
　
　
　
（
満
祐
）

　
　
赤
松
大
膳
大
失
入
道
殿

六
角
大
宮
非
人
以
下
風
呂

敷
地
替
事
以
冷
泉
富
小
路

西
頬
朝
日
因
幡
入
道
本
宅

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む

地
内
被
付
当
寺
候
両
奉
行

む
　
　
む

奉
書
旨
可
令
存
知
候
恐
々

謹
言

　
十
一
月
十
日

　
本
能
寺

（
附
箋
）

【
津
の
か
・
・
潔
二
親
（
花
押
）

㈲
持
明
院
新
宮
敷
地
事

　
可
被
打
渡
賀
茂
片
岡

　
祝
益
久
代
由
所
被
仰

　
下
也
傍
執
達
如
件

　
　
享
徳
二
年
十
二
月
十
九
日

摂
津
掃
部
頭
殿

沙
　
弥

美
怨
讐

持
明
院
新
宮
敷
地
事
宮
窪
拍

不
及
地
子
井
剰
地
類
成
敗
云
々
甚

不
可
然
早
任
玄
嘉
吉
杭
二
廿
四
御
教

書
旨
厳
密
加
催
促
於
灯
油
獲

沙
汰
至
境
内
敷
地
以
下
者
可
被
［
目

領
知
之
由
所
被
仰
下
也
傍
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
尾
貞
連
）

　
享
徳
二
年
十
二
月
十
九
臼
沙
弥
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
尾
貞
元
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
濃
守
（
花
押
）

⑳
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賀
茂
片
岡
零
墨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
㈱
で
は
当
該
地
の
打
渡
し
を
命
ず
る
旨
侍
班
頭
人
に
充
て
た
奉
行
入
奉
書

と
地
方
頭
人
の
添
状
が
本
能
寺
に
充
て
て
出
さ
れ
て
い
る
が
、
㈲
で
は
当
該

地
の
打
渡
し
を
命
ず
る
旨
地
方
頭
入
充
と
、
賀
茂
片
岡
祝
充
と
二
通
の
奉
行

人
奉
書
で
出
さ
れ
て
い
る
裏
に
注
目
し
た
い
。
前
に
述
べ
た
頭
人
一
塁
奉
書

・
頭
人
寄
人
連
暑
奉
書
も
永
享
頃
ま
で
は
そ
の
充
所
が
侍
所
頭
人
で
あ
り
、

長
禄
頃
の
も
の
に
な
る
と
訴
訟
当
事
者
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
図

で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

○
永
享
頃

（…

ﾊ
的
な
場
合
）

奉
行
人
↓
地
方
頭
人
尋
侍
所
↓
訴
訟
嶺
事
者

（
A
の
揚
合
）

奉
行
人
（
塒
弧
口
了
馨
薯

○
享
徳
頃

（｝

ﾊ
的
な
揚
合
）

　
奉
行
人
↓
地
方
頭
人
↓
訴
訟
当
事
者

（
B
の
男
食
）

　
奉
行
人
↓
地
方
頭
人
1
＞
↓
訴
訟
楽
事
者

　
㈲
の
場
合
で
は
、
㈲
に
お
い
て
地
方
頭
人
が
行
な
っ
て
い
た
機
能
を
奉
行

人
が
行
な
う
反
面
、
㈲
で
侍
所
が
行
な
っ
て
い
た
機
能
を
地
方
頭
人
が
行
な

っ
て
い
る
事
に
注
目
し
た
い
。
享
徳
以
降
に
も
地
方
頭
人
一
跨
奉
書
が
児
ら

れ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
地
方
頭
人
の
機
能
が
全
て
奉
行
人
に
移
行
し
た
と
は

雷
え
な
い
が
、
奉
行
人
奉
書
が
以
前
に
比
べ
て
そ
の
用
途
の
拡
大
を
み
た
事

は
確
か
で
あ
る
。

　
以
上
奉
書
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
以
外
に
下
知
状
が
出
さ
れ
て

い
る
。

　
僧
兼
珍
申
、
七
条
坊
門
西
洞
院

策
南
類
轟
購
甚
頚
尺
事
、
叢
翁
永

　
四
月
廿
九
日
炎
上
之
時
、
彼
地
分

　
紛
失
云
々
、
然
而
相
伝
妾
知
行
之
旨

　
証
人
分
閣
之
上
者
、
向
後
不
可
有

　
相
違
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
月
下

　
知
如
件

　
　
応
永
三
年
十
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
摂
津
能
秀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掃
部
頭
藤
脚
原
翻
脚
臣
在
判
⑫

　
今
一
例
し
か
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
た

い
が
、
恐
ら
く
、
粉
失
証
文
の
証
明
が
下
知
状
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
事
は
洛
中
の
屋
地
裁
判
権
だ
け
で
な
く
、
従
来
検
非
違
使
の
持
っ

て
い
た
洛
中
支
配
権
の
殆
ん
ど
が
幕
府
の
手
に
帰
し
た
事
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
①
石
井
良
助
氏
前
掲
書

　
　
「
康
叢
記
」
嘉
吉
一
　
・
十
一
・
十
九
、
同
黒
八
、
十
二
・
五
条
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②
　
応
永
十
一
年
廿
一
口
方
評
定
引
付
　
五
・
三
十
条
「
東
寺
百
合
文
書
く
」
『
大

　
口
H
太
需
又
料
』
七
ノ
山
ハ

③
文
安
五
・
十
、
土
御
門
少
将
家
雑
掌
申
状
案
（
「
大
徳
寺
文
書
」
十
ノ
ニ
六
五

　
〇
『
大
日
本
古
文
書
』
）

④
　
　
「
御
前
落
居
記
録
」
　
（
東
大
影
写
本
）

⑤
　
　
「
本
能
寺
文
書
乾
」
　
（
京
大
影
写
本
）
所
収
の
「
嶺
寺
敷
地
永
代
買
得
相
伝
之

　
次
第
艶
書
」
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑥
　
灘
麓
杁
致
｝
付
侍
蜥
顯
臆
脳
逸
書

⑦
　
明
徳
二
・
四
・
廿
九
　
侍
所
頭
人
赤
松
二
二
充

　
二
階
堂
行
元
奉
書
（
「
前
田
家
所
蔵
文
密
古
蹟
文
徴
」
）

　
○
永
享
四
・
十
一
・
八
　
侍
所
頭
人
一
色
義
貫
充

　
摂
津
満
満
奉
書
（
「
御
前
落
居
奉
書
」
）

　
○
長
禄
三
・
十
一
・
九
薮
挫
（
宝
寿
院
）
執
行
御
房
充

　
摂
津
三
親
奉
書
（
「
八
坂
神
社
文
書
下
」
一
環
〇
三
畳
）

　
○
寛
正
六
・
七
∴
廿
六
　
当
虫
寸
（
本
能
寺
）
住
持
充
摂
円
心
乙
親
奉
書

　
（
「
本
能
専
文
書
乾
」
）

⑧
注
④
の
「
当
寺
敷
地
永
代
買
得
相
伝
之
次
第
纂
書
」
に
よ
れ
ば
宝
徳
二
年
に
安

　
堵
の
御
教
書
が
出
さ
れ
て
い
る
籍
が
知
ら
れ
、
年
欠
文
書
で
は
あ
る
が
、
宝
徳
二

　
年
に
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
大
徳
等
文
書
鰻
ノ
一
五
四
二
『
大
日
本
古
文
書
』

⑩
「
本
能
寺
文
書
乾
」

⑪
馬
場
義
一
氏
所
蔵
文
書
（
こ
の
文
書
の
所
在
に
つ
い
て
は
須
磨
千
頴
氏
の
御
教

　
示
を
頂
い
た
。
）
　
な
お
京
大
謄
写
本
大
谷
仁
兵
衛
氏
所
蔵
賀
茂
社
領
文
書
に
も
収

　
録
さ
れ
て
い
る
。
　
（
今
谷
関
氏
の
御
教
承
に
よ
る
。
）

　
摂
津
掃
部
頭
充
泰
行
人
連
署
奉
書
は
他
に
寛
正
六
・
八
・
晦
付
の
「
山
科
家
古
文

　
書
下
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

⑫
「
東
寺
百
合
文
書
エ
ー
ノ
九
」
（
『
大
日
本
史
料
』
七
ノ
ニ
）
紛
失
証
明
の
発
行

　
が
、
南
北
朝
期
検
非
違
使
の
管
轄
で
あ
っ
た
事
は
既
に
佐
藤
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い

　
る
。
（
前
掲
「
室
町
幕
府
論
」
）

　
地
方
頭
人
の
下
知
状
は
他
に
一
例
あ
り
、
そ
れ
を
次
に
示
し
て
み
る
。

　
　
僧
等
孤
申
去
正
長
元
年
十
月
曝
料
足
捌
拾
貫
甲
羅
置
叢
薄
室
町
糸
屋
喜
阿
内
於

異
書
萎
薬
事
無
業
副
藷
護
欝
欝
状
蕎
越
鐸
馨
颪

　
　
薙
贔
響
参
通
霧
失
云
昂
然
云
借
藝
蓼
拾
貫
姦
料
足
黄
令
承

　
　
伏
出
状
上
者
等
孤
縦
令
進
退
之
条
不
可
有
桐
違
之
旨
所
被
二
尊
也
価
下
知
如
件

　
　
　
永
享
四
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
撰
津
満
親
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掃
部
頭
藤
原
朝
臣

　
　
内
容
は
盟
ら
か
に
雑
務
沙
汰
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
に
掲
げ
た
も
の
と
共

　
通
す
る
点
は
紛
失
証
文
で
あ
る
事
に
あ
る
。
洛
中
に
お
い
て
の
紛
失
証
文
の
発
給

　
は
雑
務
沙
汰
と
云
え
ど
も
地
方
頭
人
の
三
主
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は

　
別
の
職
務
で
た
ま
た
ま
地
方
頭
人
で
あ
っ
た
摂
津
氏
が
行
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

　
か
。
こ
れ
ら
の
点
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

（四）

　
い
さ
さ
か
冗
慢
な
叙
述
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
管
晃
の
史
料
で
地

方
（
地
方
頭
人
）
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
今
後
の
課
題
を
述
べ
て

こ
の
拙
な
い
小
稿
を
終
え
た
い
。

　
も
と
も
と
御
前
沙
汰
は
「
武
政
軌
範
扁
に
「
盃
安
堵
御
判
、
動
功
賞
、
官

仕
労
等
類
者
、
為
御
前
御
沙
汰
乎
」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
取
扱
う
も
の

が
限
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
恐
ら
く
、
永
和
頃
ま
で
の
引
付
頭
人
奉
書
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の
消
滅
と
共
に
引
付
沙
汰
が
殆
ん
ど
御
前
沙
汰
に
付
さ
れ
る
と
い
っ
た
拡
大

化
の
傾
向
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
（
な
お
、
「
管
領
制
」
の
成
立
は
一
般
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
貞
治
～
7
5
年
（
　
三
六
二
）
と
さ
れ
る
が
、
実
質
的
に
は
引
付
頭
人
奉
書
が

消
滅
す
る
康
暦
頃
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貞
治
元
年
の
「
斯

波
氏
の
就
任
を
転
機
と
し
て
、
幕
府
は
執
事
の
地
位
・
権
限
を
強
化
し
て
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

府
の
支
配
機
構
を
＝
兀
化
す
る
方
向
に
大
き
く
一
歩
を
ふ
み
冒
し
た
」
事
は

否
定
し
え
な
い
が
、
貞
治
一
永
和
年
聞
に
も
引
付
頭
人
奉
書
が
出
さ
れ
て
お

り
、
引
付
頭
人
奉
者
と
執
事
奉
書
に
よ
っ
て
管
領
奉
書
が
成
立
し
た
と
考
え

　
　
　
③

ら
れ
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
そ
の
成
立
は
貞
治
よ
り
も
康
暦
頃
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
）

　
羽
下
氏
は
侍
所
に
よ
る
検
断
沙
汰
が
侍
所
で
完
結
し
た
と
考
え
る
事
を
疑

　
　
　
　
④

問
視
さ
れ
、
こ
れ
を
御
前
沙
汰
一
般
と
の
関
係
に
於
て
も
検
討
さ
れ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
な
い
審
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
通
り
地
方
沙
汰
に
つ
い
て
も
や

は
り
岡
様
の
事
が
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
従
来
引
付
沙

汰
に
限
定
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
御
厨
沙
汰
は
改
め
て
考
え
な
お
す
必
要
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
佐
藤
氏
は
「
管
領
制
は
、
…
…
統
治
権
的
側
薗
で

の
将
軍
親
裁
権
の
伸
長
を
阻
ん
で
、
将
軍
に
対
し
て
相
対
的
独
立
を
保
っ
て

き
た
裁
判
諸
機
関
を
抑
圧
も
し
く
は
無
力
化
す
る
過
程
を
通
し
て
生
ま
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

，
も
の
で
あ
る
点
も
注
塗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

あ
ま
り
に
も
管
領
と
い
う
も
の
を
過
大
視
さ
れ
す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

管
領
の
地
位
が
強
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
事
に
異
議
を
さ
し
は
さ
む

わ
け
で
は
な
い
が
、
引
付
沙
汰
の
窓
口
が
管
領
で
あ
る
一
方
、
検
断
沙
汰
や

地
方
沙
汰
で
は
そ
れ
ぞ
れ
侍
所
頭
人
、
地
方
頭
人
が
窓
口
で
あ
り
、
更
に
そ

の
い
ず
れ
も
が
最
終
的
に
御
前
沙
汰
に
付
さ
れ
る
と
い
っ
た
将
軍
親
裁
権
は

依
然
確
保
さ
れ
て
い
る
そ
の
あ
り
方
こ
そ
闇
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
、
そ
れ
は
評
定
衆
中
の
中
に
頭
人
と
い
う
重
職
に
就

く
家
柄
を
設
け
た
事
と
も
関
連
し
て
来
る
。
こ
れ
ら
は
関
ら
か
に
管
領
制
と

だ
け
一
義
的
に
規
定
し
え
な
い
、
む
し
ろ
管
領
－
頭
人
制
と
い
っ
た
よ
う
な

体
制
の
成
立
を
示
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
こ
れ
ら
頭
人
集

団
が
管
領
の
独
走
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
将
軍
の
意
志
を
強
力
に
導
入
し
う
る
役

割
を
果
す
事
が
期
待
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
将
軍
専
制
を
一
定
程

度
保
障
し
う
る
あ
り
方
は
義
満
の
段
階
で
既
に
確
立
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
義
教
の
尊
角
化
を
あ
ま
り
に
強
調
し
す
ぎ

て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
将
軍
専
制
化
の
開
題
は
決
し

て
義
教
の
代
に
の
み
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
義
満
・
義
教
・

義
政
の
各
賭
代
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
を
異
に
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
今

後
は
そ
の
各
々
の
段
階
で
の
将
軍
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
見
て
い
く
中
で
、

更
に
そ
の
専
制
化
の
質
の
違
い
（
即
ち
蜜
町
幕
府
の
農
開
の
様
相
）
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
室
町
幕
府
論
の
新
し
い
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
①
　
佐
藤
氏
前
掲
「
蜜
町
幕
府
論
」
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②
　
佐
藤
氏
　
中
公
『
田
本
の
歴
史
9
、
南
北
朝
の
動
乱
』

　
③
　
佐
藤
氏
「
古
文
磐
学
入
門
」

　
④
羽
下
氏
「
室
町
幕
府
侍
所
考
一
そ
の
一
初
期
の
構
成
」
（
「
白
山
史
学
一
〇
号
）

　
　
注
⑬
・
⑫
該
当
鱗
所

　
⑤
羽
下
氏
「
室
町
藩
府
侍
所
考
1
そ
の
ニ
ー
」
む
す
び
（
「
中
世
の
窓
」
＝
二
号
）

　
⑥
　
注
①
参
照

〔
追
記
〕

　
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
佐
藤
進
【
、
網
野
善
彦
両
先
生
に
多
く
の
御
教
示

を
頂
き
、
又
、
須
磨
千
頴
・
今
谷
明
氏
に
は
種
々
の
史
料
の
所
在
そ
の
他
に

つ
い
て
御
教
示
頂
い
た
。
こ
こ
に
そ
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

〔
捕
〕

　
鎌
倉
時
代
に
「
地
奉
行
」
　
「
保
検
断
奉
行
」
が
鎌
倉
に
設
け
ら
れ
た
事
が
、

「
武
家
名
厨
抄
」
或
い
は
『
鎌
倉
市
史
』
　
（
高
柳
光
涛
矯
執
筆
該
当
箇
所
）

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
室
町
幕
府
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
関
係
な
し

と
は
言
え
な
い
が
、
洛
中
に
お
い
て
は
鎌
倉
一
南
北
朝
期
検
非
違
使
が
行
な

っ
て
い
た
、
　
そ
の
職
の
継
承
と
い
っ
た
性
格
が
強
い
の
で
、
鎌
倉
時
代
の

「
地
奉
行
」
　
「
保
検
断
奉
行
」
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
。

　
更
に
洛
申
で
徴
収
さ
れ
た
土
地
課
税
と
し
て
の
地
口
役
に
つ
い
て
は
、
別

稿
で
予
定
し
て
い
る
段
銭
の
問
題
の
と
こ
ろ
で
触
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
結

論
だ
け
を
言
え
ば
「
地
口
役
」
に
つ
い
て
は
地
方
（
地
方
頭
人
）
の
直
接
的

な
関
わ
り
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
一
雷
蛇
足
な
が
ら
述
べ

て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
古
麗

地方頭人考（小林）
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